
国税徴収法第９４条の規定により差押財産を公売することとしたため、同法第９５条の

規定により公告します。 

また、同法第９８条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第９９条の

規定により公告します。 

  令和５年７月１２日 

京都市長 門川 大作   

１ 公売（入札）期間 

  令和５年７月２６日から８月３日まで 

２ 公売の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当） 

３ 公売の方法 

  期間入札 

４ 開札及び最高価申込者決定の日時 

  令和５年８月７日午前１０時００分 

５ 開札及び最高価申込者決定の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

６ 売却決定の日時 

  令和５年８月２８日午前１０時００分 

７ 売却決定の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

８ 買受代金の納付期限 

  令和５年８月２８日午後２時３０分 

９ 買受人の資格その他の要件 

国税徴収法第９２条並びに第１０８条第１項各号及び第５項各号の該当者は、買受人

となることはできません。 

10 公売財産上の質権者、抵当権者等の権利内容 

  公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他公売財産の売却代金から配当を



受け取ることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出

てください。 

11 公売財産の表示、公売保証金額及び見積価額 

  別紙のとおり 

12 その他事項 

(1)  公売財産の入札に参加をしようとする者（以下「入札者等」という。）は、本市へ

入札書等の書類を請求してください。所定の手続が必要です。 

(2)  入札者等（その者が法人である場合は、その役員）は、国税徴収法第９９条の２の

規定により、暴力団員等に該当しないこと等の陳述書を提出しなければ入札をする

ことができません。 

(3) 公売保証金は、次のいずれかの方法で納付してください。 

ア 本市の納入通知書により金融機関窓口で納付 

イ 本市へ現金又は小切手を持参 
ただし、小切手は、電子交換所加盟金融機関が振り出した自己宛小切手で、振出

日から起算して１０日を経過していないものに限ります。 
(4) 公売保証金を納付した後でなければ入札に参加できません。 

(5) 見積価額以上の入札者のうち最高価額の者を最高価申込者と決定し、その者の入

札価額をもって売却決定を行います。また、見積価額以上で最高の価額の入札者が二

人以上ある場合は、その入札者の間で次のとおり追加入札を行い、追加入札の価額が

なお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。 

ア 追加入札の方法 

     期間入札 

   イ 追加入札の期間 

     令和５年８月９日から同月１４日まで 

   ウ 追加入札の場所 

     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当） 

   エ 追加入札開札及び最高価申込者決定の日時 

     令和５年８月１６日午前１０時００分 

   オ 追加入札開札及び最高価申込者決定の場所 



     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

   カ 追加入札売却決定の日時 

     令和５年９月６日午前１０時００分 

   キ 追加入札売却決定の場所 

     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

   ク 追加入札買受代金の納付期限 

     令和５年９月６日午後２時３０分 

(6) 上記６及び12(5)の売却決定の日時までに、国税徴収法第１０６条の２の規定によ

る調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が

変更されます。 

(7) 最高価申込者の入札価額に次ぐ入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があ

ります。この制度による場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が異なる

ことがあります。 

(8) 最高価申込者又は次順位買受申込者（以下「最高価申込者等」という。）若しくは

自己の計算において最高価申込者等に入札をさせた者について、国税徴収法 

第１０８条第１項各号及び第５項各号に該当することが認められた場合は、その入

札がなかったものとし、最高価申込者等とする決定を取り消します。 

(9) 買受代金は、公売保証金の額を控除した額の全額を、次のいずれかの方法で納付

してください。 

ア 本市の納入通知書により金融機関窓口で納付 

イ 本市へ現金又は小切手を持参 
ただし、小切手は、電子交換所加盟金融機関が振り出した自己宛小切手で、振出

日から起算して１０日を経過していないものに限ります。 
(10) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときです。公売財産に係る危険

負担は、買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転しますので、取得後の毀

損、焼失等による損害の負担は買受人が負います。なお、公売財産の引渡しは、買

受代金納付時の現況有姿で行います。 

(11) 公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。 



(12) 本市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いま

せん。 

(13) 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返還又は返品できません。 

(14) 公売財産の詳細を記載した公売広報は、京都市市税事務所納税室収納対策担当（高

額徴収担当）に備え付けています。 

(15) その他のことについては、公売（期間入札）参加の手引きによります。内容は、

京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当）のホームページ「京都市の

公売」における「期間入札／公売参加の手引き」で閲覧することができます。 

 



（別紙） 

公売財産の表示、公売保証金額及び見積価額について 

 

１ 売却区分 

行財２ 

２ 見積価額 

３，４６０，０００円 

３ 公売保証金 

３５０，０００円 

４ 公売財産の表示 

公売財産１ 土 地 

  所  在  京都市伏見区桃山南大島町 

  地  番  ６７番２３ 

  地  目  宅地 

  地  積  ３８．０６㎡ 

 

公売財産２ 建 物 

（一棟の建物の表示） 

  所  在  京都市伏見区桃山南大島町 ６７番地２１、６７番地２２、 

６７番地２３、６７番地２４ 

  構  造  木造及軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

  床 面 積  １階 １３２．２６㎡ 

        ２階 １０６．７０㎡ 

 

（専有部分の建物の表示） 

  家屋番号  南大島町 ６７番２３ 

  種  類  居宅 

  構  造  木造及軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

  床 面 積  １階  ２４．８２㎡ 

        ２階  １８．６５㎡ 



 以上登記簿による表示 

 

５ 公売財産の概要  

（1）  公売財産は、京阪電気鉄道宇治線「桃山南口」駅から道路距離で約０．６ｋｍ南

方に位置しています。   

（2）  公売財産１は、間口約４ｍ、奥行約９．６ｍの長方形地であり、北側約３．７ｍ

が幅員約３．８ｍの舗装私道（建築基準法上の道路ではない）に概ね等高に接面

し、公売財産２の敷地として利用されています。 

（3） 公売財産２は、４戸の専有部分で構成される区分所有建物のうちの１戸で、西から

数えて２戸目に位置しています。壁を共有するいわゆる縦割長屋であり、一棟の建

物を縦に割った各戸を専有部分とし、その敷地はそれぞれ単独所有されています。

現所有者の土地上に現所有者の専有部分が存在し、住宅として利用されています。

なお、昭和５６年６月の新耐震設計法施行前の建築物のため、耐震診断の有無は不

明です。 

（4） 公売財産１を含む一棟の建物及びその敷地は、間口約１６ｍ、奥行９．６ｍ、面積

２０５．３９㎡の台形地に存在し、昭和４５年頃建築され、昭和５０年１２月頃に

増築されています。管理規約はなく、各専有部分はそれぞれの所有者等が管理して

います。 

 

６ 法的規制、利用状況等 

(1)  第一種中高層住居専用地域、指定建蔽率６０％、指定容積率２００％、２０ｍ第

１種高度地区、日影規制（二）、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第３種地

域、桃山南大島町地区建築協定に指定されています。 

(2)  公売財産２は、居宅として建築されたもので、１階は玄関、洋室１室、台所、浴室、

トイレ、２階は洋室２室、ベランダ、押し入れが存在します。 

(3)  公売財産２は、築後相当の期間が経過しており、修繕等の履歴は不明です。ベラン

ダは鉄部の腐食、コンクリートの剥落等が見られ、天井は雨漏りによるシミが見られ

ます。また、床の軋み、壁のクラックも見られます。 

(4)  公売財産には、令和５年３月現在、占有者が１名います。占有者からの聴取によれ

ば、毎月の賃料として金５０，０００円を現所有者に支払っているとのことです。 



(5)  区分所有建物であることから、公売財産単独での建替は構造上困難であると考え

られます。 

(6)  公売財産に接する前面道路は、複数の地番にまたがって敷設されており、西側が市

道に接し、東側は行き止まりになっています。なお、通行権に関する契約等の有無は

不明です。 

(7)  公売財産に接する前面道路は、建築基準法上の道路ではありません。再建築に関し

ては、京都市都市計画局建築指導部建築指導課（ＴＥＬ：０７５－２２２－３６２０）

へお問い合わせください。 

(8)  一棟の敷地の西側には鉄塔が存在します。概測で地上から高さ１３．７５ｍの範囲

内に建物建築可能であり、かつ、一棟の敷地及び標準的区画いずれも線下地に存する

ものでもないことから、影響は限定的であると思われます。 

 

７ その他公売条件  

(1) 境界の確定は、隣接地所有者と行ってください。  

(2) 公売財産内の動産等の処理は、所有者等と協議してください。  

(3) 公売財産１及び２は、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき、一括換価の方法

により公売します。  

 

※ 問合せ先  京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当）  

        ＴＥＬ：０７５－２２２－４１０４  

（市税事務所納税室） 

 


